
令和2年度「福島議定書」事業取組紹介
NOKグループは、企業行動憲章において「経済社会の発展を担うだけでなく、すべての利害関係者、いわゆるステークホルダーに誇りをもってもらい、

企業が社会の一員であることを前提に、事業の活動・製品及びサービスが広く地球規模での環境影響に関わりを持つことを全社員が認識し、環境基本方針

1. 技術の向上・製品の開発を推進し、環境負荷の低減に努める。

2. 省エネルギーと資源の再利用を推進する。

3. 化学物質の管理、地球環境汚染の防止、水使用及び排水管理の取組みを強化する。

4. 環境法規制、条例等を順守する。

5. ステークホルダーの要求事項に対して積極的に取り組む。

6. 環境保全活動を通じて、地域・社会とのコミュニケーションを図る。

7. 地球環境への意識を高揚し、環境マネジメントシステムの継続的改善に務める。

持続的な発展が可能な社会の実現に貢献すべく会社の環境基本方針を定め、次世代以降も視野に入れた環境保全管理に努めます。

考えます。NOKグループは、利益だけでなく「誇り」をもたらすことのできる企業を目指しています。

考えています。また幅広い背景と状況を考察し、事業におけるリスクや機会を特定するためにも、ステークホルダーの皆様とのコミュニケーションが大切である

土台として行っています。そして環境、社会、企業統治の各方面において、企業の社会的責任（CSR）を果たすことは、事業活動の継続と一体のものであると

ともに夢を追い続けることのできる経営」を推進すると定めています。すべての事業活動は企業行動憲章（経営理念・経営方針・企業行動原則）を
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